
航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
参
照
条
文

○
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）(

抄)

（
登
録
の
要
件
）

第
四
条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
が
所
有
す
る
航
空
機
は
、
こ
れ
を
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
人

二

外
国
又
は
外
国
の
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

三

外
国
の
法
令
に
基
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体

四

法
人
で
あ
つ
て
、
前
三
号
に
掲
げ
る
者
が
そ
の
代
表
者
で
あ
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
そ
の
役
員
の
三
分
の
一
以
上
若
し
く
は
議
決
権
の
三
分

の
一
以
上
を
占
め
る
も
の

２

（
略
）

（
飛
行
計
画
及
び
そ
の
承
認
）

第
九
十
七
条

航
空
機
は
、
計
器
飛
行
方
式
に
よ
り
、
第
二
条
第
十
二
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
飛
行
場
か
ら
出
発
し
、
又
は
航
空
交
通
管
制
区

若
し
く
は
航
空
交
通
管
制
圏
を
飛
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
に
飛
行
計
画
を
通
報
し
、
そ

の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
承
認
を
受
け
た
飛
行
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
で
あ
る
。

２
～
４

（
略
）

（
許
可
）

第
百
条

航
空
運
送
事
業
を
経
営
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

（
略
）

（
許
可
基
準
）

第
百
一
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
の
許
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
申
請
が
次
の
各
号
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
～
四

（
略
）

五

申
請
者
が
次
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。



イ

第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者

ロ

航
空
運
送
事
業
又
は
航
空
機
使
用
事
業
の
許
可
の
取
消
し
を
受
け
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

ハ

こ
の
法
律
の
規
定
に
違
反
し
て
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二

年
を
経
過
し
な
い
者

ニ

（
略
）

２

（
略
）

（
協
定
の
認
可
）

第
百
十
一
条

本
邦
航
空
運
送
事
業
者
は
、
前
条
各
号
の
協
定
を
締
結
し
、
又
は
そ
の
内
容
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

（
協
定
の
変
更
命
令
及
び
認
可
の
取
消
し
）

第
百
十
一
条
の
二

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
認
可
に
係
る
協
定
の
内
容
が
同
条
第
二
項
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と

き
は
、
そ
の
本
邦
航
空
運
送
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
協
定
の
内
容
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
そ
の
認
可
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
正
取
引
委
員
会
と
の
関
係
）

第
百
十
一
条
の
三

（
略
）

２

（
略
）

３

公
正
取
引
委
員
会
は
、
第
百
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
第
百
十
条
各
号
の
協
定
の
内
容
が
第
百
十
一
条
第
二
項
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な

く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
す
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

公
正
取
引
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
国
航
空
機
の
航
行
）

第
百
二
十
六
条

国
際
民
間
航
空
条
約
の
締
約
国
た
る
外
国
（
以
下
単
に
「
締
約
国
」
と
い
う
。
）
の
国
籍
を
有
す
る
航
空
機
（
第
百
二
十
九
条
第
一
項

の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
外
国
人
国
際
航
空
運
送
事
業
者
」
と
い
う
。
）
の
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
、
第
百
三
十
条
の
二
の
許
可
を
受

け
た
者
の
当
該
運
送
の
用
に
供
す
る
航
空
機
及
び
外
国
、
外
国
の
公
共
団
体
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
の
使
用
す
る
航
空
機
を
除
く
。
）
は
、
左
に
掲

げ
る
航
行
を
行
う
場
合
に
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
航
空
路
の
み
を
航
行
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



一

本
邦
外
か
ら
出
発
し
て
本
邦
内
に
到
達
す
る
航
行

二

本
邦
内
か
ら
出
発
し
て
本
邦
外
に
到
達
す
る
航
行

三

本
邦
外
か
ら
出
発
し
て
着
陸
す
る
こ
と
な
し
に
本
邦
を
通
過
し
、
本
邦
外
に
到
達
す
る
航
行

２
～
５

（
略
）

○
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
（
抄
）

第
九
条

（
略
）

②
～
④

（
略
）

⑤

次
に
掲
げ
る
会
社
は
、
当
該
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
総
資
産
の
額
（
公
正
取
引
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
る
資
産
の
合
計
金
額
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
国
内
の
会
社
に
係
る
も
の
を
公
正
取
引
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
合
計
し
た
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
掲
げ
る
金
額
を
下
回
ら
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
金
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
毎
事
業
年
度
終
了
の
日
か
ら
三
月
以
内
に
、
公
正
取

引
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
事
業
に
関
す
る
報
告
書
を
公
正
取
引
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
当
該
会
社
が
他
の
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

子
会
社
の
株
式
の
取
得
価
額
（
最
終
の
貸
借
対
照
表
に
お
い
て
別
に
付
し
た
価
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
価
額
）
の
合
計
額
の
当
該
会
社
の
総
資

産
の
額
に
対
す
る
割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
る
会
社
（
次
号
に
お
い
て
「
持
株
会
社
」
と
い
う
。
）

六
千
億
円

二
・
三

（
略
）

⑥

（
略
）


